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○  職場における受動喫煙の防止については、これまで快適職場形成の一環として対策

が進められてきたところである。しかし、平成１７年２月に「たばこの規制に関する
世界保健機関枠組条約」が発効し、諸外国において規制の強化が進む中、我が国にお
いても受動喫煙の有害性に関する知識の普及や健康志向の高まりなどを背景に、職場
における受動喫煙防止に対する労働者の意識が向上しており、その対策について見直
しが必要な状況となっている。 

 
このため、本分科会は、本年７月以降、今後の安全衛生対策について審議を行い、実施

すべき対策について、以下のとおり取りまとめた。 
 
３ 職場における受動喫煙防止対策の抜本的強化  
 
(1)  『たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」の発効等の国際的な動向や受動喫

煙の有害性に関する知識の普及、受動喫煙防止に関する労働者の意識の高まり等を踏
まえ、労働者の健康障害防止という観点から〈一般の事務所、工場等については、全
面禁煙(注１）や空間分煙(注２）とすることを事業者の義務とすることが適当である。 
注 1 建物や車両内全体を常に禁煙とすることをいう。  

注 2 一定の要件を満たす喫煙室でのみ喫煙を認め喫煙室以外の場所を禁煙とすることをいう。  
 
(2)  飲食店、ホテル・旅館等の顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している

場所についても、労働者の受動喫煙防止という観点からは、全面禁煙や空間分煙の措
置をとることを事業者の義務とすることが適当である。しかしながら、顧客の喫煙に
制約を加えることにより営業上の支障が生じ、全面禁煙や空間分煙の措置をとること
が困難な場合には、当分の間、可能な限り労働者の受動喫煙の機会を低減させること
を事業者の義務とする。具体的には、換気等による有害物質濃度の低減等の措置をと
ることとし、換気等を行う場合には、浮遊粉じん濃度又は換気量の基準を達成しなけ
ればならないこととすることが適当である。 

 
(3)  （１）及び（２）の措置の履行を確保するために、当面は、国による指導を中心に

行うこととし、罰則は付さないこととする。今後の履行確保のあり方については、こ
れらの措置の実施状況を踏まえつつ、検討していくこととする。 

 
(4)  （２）における換気等による有害物質濃度の低減等の措置により、浮遊粉じん濃度

又は換気量の基準については、粉じん濃度：0.15mg/㎥以下、、席の客席がある喫煙区
域における１時間あたりの必要換気量：70.3×n ㎥/時間とすることが適当である。  

 
(5)  国は、義務化に対応する事業者を支援するため、デジタル粉じん計の貸与、喫煙室

の設置に係る問い合わせに対する労働衛生コンサルタント、作業環境測定士等の専門
家の派遣等の技術的支援を行うとともに、顧客が喫煙する飲食店、ホテル．旅館等の
中でも空間分煙に取り組む事業者に対して、喫煙室設置に係る財政的支援を行うべき
である。なお、更なる支援の必要性について、受動喫煙防止対策に取り組む事業者の
意見を聞きつつ、今後、検討すべきである。 

 
(6)  以上の措置を確実に実施していくとともに、受動喫煙防止対策に対する国民のコン

センサスの形成に努め、できるだけ早期に新成長戦略の目標を達成できるよう、取組
を進めていくこととする。 


